
太田市がん患者ウィッグ等購入費助成金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、がん治療に伴う外見の悩みを抱えているがん患者等に対し、外見の

変化を補うためのウィッグ又は乳房補整具（以下「補整具」という。）の購入に要する費

用の一部を助成することにより、がん患者等の心理的及び経済的な負担を軽減するとと

もに、療養生活の質の向上を図り、もって治療と就労継続等の社会生活の両立を支援す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他のがんに対する医療行為をいう。 

⑵ がん患者等 がん治療を現に受けている者及び過去に受けていた者をいう。 

⑶ ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するものをいう。 

⑷ 乳房補整具 がん治療（手術療法に限る。）により切除された乳房を補整するための

人工乳房（体内に挿入する人工乳房を除く。）、パッド、ニップル、これらを固定する

下着等をいう。 

（助成対象者） 

第３条 太田市がん患者ウィッグ等購入費助成金（以下「助成金」という。）の交付の対象

となる者（以下「助成対象者」という。）は、がん患者等のうち、第５条の規定による申

請をする日において次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づき本市の住民基本台帳に

１年以上継続して記録されていること。 

⑵ １年以内に補整具を購入したこと。 

⑶ 市税等の滞納がないこと。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、がん患者ウィッ

グ等購入費助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、

その申請をしなければならない。この場合において、助成対象者が未成年者であるとき

は、その保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、助成対象者を現に監護す

るものをいう。）が当該助成対象者に代わり申請するものとする。 



⑴ がん治療の副作用による補整具購入に係る証明書（様式第２号） 

⑵ 補整具の購入に要した費用に係る領収書その他の補正具の購入に要した費用の額が

分かる書類 

⑶ 太田市税等完納照合票（様式第３号） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交

付の可否を決定するものとする。 

（助成金の交付） 

第７条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者に対して、速やか

に当該申請に係る助成金を交付するものとする。 

（助成金の交付回数） 

第８条 助成金は、助成対象者１人に対し、補整具１種類につき１回に限り交付するもの

とする。 

（助成金の交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定

を受けたと認めるときは、これを取り消し、既に助成金を交付しているときは、その者

に対し、期限を定めて当該助成金の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、同日以後に購入する補整具について適用

する。 

  附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

補整具の種類 助成金の額 

ウィッグ ウィッグの購入額又は３０，０００円のいずれか少ない額 

乳房補整具 乳房補整具の購入額又は１０，０００円のいずれか少ない額 

備考 ウィッグの購入額には、ウィッグの装着時に皮膚を保護するために必要なネット等、本体に含

まれない付属品及びクリーナー、リンス、ブラシ等のケア用品の購入に要する費用は含まない。 



 


